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 本日、当社の持分法適用関連会社である株式会社佐渡能楽の里及び同社の借入を保

証している佐渡汽船商事株式会社、佐渡汽船運輸株式会社、佐渡汽船観光株式会社、

新潟県観光物産株式会社の５社とＪＡ佐渡は、ＪＡ佐渡から提訴されていた貸金請求

訴訟に関して、下記のとおり和解いたしましたのでお知らせいたします。 

  

記 

  

１．和解内容は、平成 20 年 6 月 30 日までに 6億 5 千万円を、上記５社がＪＡ佐渡 

に支払う。 

 

２．内、１億７千万円は平成 20 年 4 月 30 日までに、上記５社の保有する佐渡汽船

株式会社の株式によって支払う。 

 

３．株式会社佐渡能楽の里は、平成 20 年 12 月末までに解散、その後清算する。 

 

４．なお、佐渡汽船株式会社とＪＡ佐渡は、佐渡能楽の里の建物、施設については、

道の駅であることや佐渡観光上の重要な拠点であることから、その在り方につい

て今後とも協議していくことで合意した。 

 
以上 

 
 

この件に関するお問い合せ先 
佐渡汽船株式会社 取締役総務部長 渡辺 秀夫 

TEL025-245-2311 FAX025-243-8307 

 


